
兵庫医科大学大学院学則 

 

第１章    総    則 

 

（設置） 

第１条 本学に、兵庫医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用について

学修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並びに高度な

専門知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研究実践能力とそ

の基盤となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果を社会に還元するこ

とで医学・医療の発展に寄与する。 

 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 医学研究科は、医科学専攻と先端医学専攻を設け、医学に関する高度な専門知識・技

術を修得し、高い医学・研究倫理を培い、独創性豊かな研究を立案・遂行できる高度な

研究能力を育成する。研究活動によって得た成果を社会に還元し、また、研究成果を世

界に発信し、医学・医療の進歩に貢献できる人材を育成する。 

２ 薬学研究科は、医療薬学専攻を設け、薬学研究を志す者に、薬学に関する高度な専門

知識と研究手法を修得させ、高い課題発見能力と研究倫理を培い、独創性豊かな研究を

立案・遂行できる力を育成する。研究成果を世界に発信し、地域社会に還元し、薬学の

進歩に貢献できる薬剤師、薬学研究者を育成する。 

３ 看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実践領域の２領域を

設け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用について体系的に

学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に立脚し、先

駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解明する教育・研

究能力を育成する。 

４ 医療科学研究科は、リハビリテーション科学領域として、病態運動学分野及び人間活

動科学分野の２分野を設け、それぞれの分野において必要となる理論並びに技術を教授

することで、社会に有益な人材を輩出しようとするものである。各分野内には研究を主

とするコースと、高度実践専門職者の育成を目指すコースをおき、教育研究活動を推進

する人材及びより高度な臨床実践能力をもつ人材を育成する。 

 

（内部質保証） 

第４条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い公表する。 

② 内部質保証に関し必要な事項及び実施体制等は、別に定める。 

 



（研究科） 

第５条 本学大学院に次の研究科を置く。 

１ 医学研究科 

２ 薬学研究科 

３ 看護学研究科 

４ 医療科学研究科 

 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定員は、次のとおりと

する。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 ８名 １６名 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 ８名 １６名 

 

（課程の目的） 

第７条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

② 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他

の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を養うことを目的とする。 

 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超えてはならない。 

② 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えてはならない。 

③ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出た時は、医学

研究科を除き、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができ

る。（以下「長期履修」という。） 

④ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。 

                

第２章    組 織 運 営 

 

（教員組織） 

第９条 研究科における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい

う。）は、研究科ごとに大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）に定める資格を

有する教員（以下「大学院担当教員」という。）が担当するものとする。 

② 大学院担当教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。 



③ 医学研究科の各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位申請に

おける責任を担う者を置き、第１項に定める「大学院担当教員」のうち医学研究科の教

授（以下「指導教授」という。）がこれに充たる。ただし、第１項に定める医学研究科の

教員のうち教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授の任を委嘱すること

ができる。 

 

（研究科長） 

第１０条 各研究科に研究科長を置き、基礎となる学部の学部長をもって充てる。 

② 研究科長は、各研究科の学事を統括する。 

 

（研究科教授会） 

第１１条 各研究科に研究科教授会を置く。 

② 研究科教授会組織は以下のとおりとする。 

１ 医学研究科の研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科の研究科教授会は、研究科長並びに研

究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもって構成する。 

３ いずれの研究科教授会も、研究科長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職員を出

席させることができる。 

③ 研究科教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見を述べ

るものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程に関する事項 

５ 教員の人事に関する事項 

６ 研究に関する事項 

７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

８ 学位論文に関する事項 

９ 研究科の運営に関する重要な事項 

１０その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定める事項 

④ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）がつかさど

る教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 

⑤ 研究科教授会に関する規程は、別に定める。 

 

第３章    教 育 方 法 等 

 

（教育方法） 

第１２条 本学大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並びに研

究指導等によって行う。 



② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の場所で

履修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 

（授業科目及び単位数等） 

第１３条 研究科の専攻別授業科目及び単位数は、別表１のとおりとする。 

 

（履修科目の選定及び届出） 

第１４条 履修する授業科目の選定は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は研究指

導教員の承認を受けた後、学長に届出るものとする。 

 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１５条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これを所定の単位

に充当することができる。 

 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１５単位を超え

ない範囲でこれを所定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受けるこ

とを認めることができる。ただし、修士課程の学生にあっては、研究指導を受けさせる

期間は、１年を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科において、教育上有益と認めると

きは、学生が本学大学院に入学する前の大学院における既修得単位（科目等履修生等と

して修得した単位を含む。）について、本学大学院において修得した単位として認めるこ

とができる。 

② 前項により、本学大学院において修得した単位として認めることができる単位数は、

他大学の大学院等における履修認定単位数とあわせて１５単位を超えないものとする。 

 

第４章    試験、課程の修了要件及び学位 

 

（試験） 

第１８条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の期間内

に試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポート等により、

科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 



 

（追試験） 

第１９条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられなかっ

た者に対しては、追試験を行うことができる。 

 

（成績の評価） 

第２０条 科目試験の成績評価は、別に定める。 

 

（単位の認定） 

第２１条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

 

（修了要件） 

第２２条 修士課程の修了の要件は、本学大学院に２年（２年以外の標準修業年限を定め

る研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、

各研究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該

修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究成果

の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上

げた者については、本学大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 博士課程の修了の要件は、本学大学院に４年以上在学し、研究科において定める所定

単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該大学院の行う博士論文の審査

及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、本学大学院に３年以上在学すれば足りるものとする。 

 

（学位論文及び最終試験） 

第２３条 学位論文及び最終試験に関する事項は、別に定める。 

 

（学位論文の審査等） 

第２４条 学位論文及び最終試験は、研究科教授会の意見を聴き、学長が合否を決定する。 

 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 修士（医療科学） 

 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、学位規程に

定めるところにより、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格した者には、博士（医



学）の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、兵庫医科大学大学院学位規程（以下「学位規程」

という。）に定める。 

 

第５章    学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第２６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（学期） 

第２７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

 前 期  ４月１日から９月３０日まで 

 後 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第２８条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

 １ 日   曜   日  

 ２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 ３ 春 季 休 業 日   

 ４ 夏 季 休 業 日   

 ５ 冬 季 休 業 日    

② 前項第３号から５号については、別に定める。 

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。 

④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第６章    入学、休学、退学等 

 

（入学の時期） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程及び薬学研究科博士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業し

た者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、 

薬学又は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 



６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号に定める者と同等以

上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

② 看護学研究科修士課程及び医療科学研究科修士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、看護学研究科修士課程においては、看

護師免許を取得している者とする。 

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力が

あると認めた者で、２２歳に達したもの 

 

（入学者の選考） 

第３１条 入学者は、研究科教授会で選考の上、学長が合格者を決定する。 

② 選考方法は、各研究科の定めるところによる。 

 

（入学手続き） 

第３２条 前条の選考に合格した者は、指定する期日までに、入学金、授業料等を納入す

るとともに、本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了しなければならない。 

 

（入学許可） 

第３３条 学長は、前条の手続きを完了した者につき、入学を許可する。 

② 入学を許可された者が、指定の期日までに前条の手続きをしないときは、入学許可を

取消す。 

 

（休学及び復学） 

第３４条 疾病その他のやむを得ない事由により、３ヶ月を超えて出席することができな

いときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休学すること

ができる。ただし、疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。 

② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は休学を

させることができる。 

③ 休学期間は、医学研究科はその年度末までの１年以内とする。ただし、特別の理由が

ある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができるが、通算して２年を超

えることはできない。その他の研究科は、連続して２年又は通算して修業年限を超える

ことはできない。ただし、特別の理由がある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認

めることができる。 

④ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。 

⑤ 休学している者又は休学期間を終了した者が、復学しようとするときは、その事由が

消滅したことを証する書類を付した復学願を学長に提出し、その許可を受けなければな



らない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が消滅したと認めた医師の診

断書を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が承認した医療機関又は医師

の診断書を提出させることがある。 

 

（退学） 

第３５条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実を証す

る書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければならない。 

 

（転入学、再入学） 

第３６条 他大学の大学院から転入学を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 学長は、前条の規定により退学した者で、再入学を願い出た者については、欠員のあ

る場合又は、教育に妨げのない場合に限り、選考により相当の学年に入学を許可するこ

とがある。 

③ 既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いは、研究科教授会の意見を聴き、

学長が定める。 

④ 修業すべき年数の取扱いは、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

（外国留学） 

第３７条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、その許

可を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２２条に定める課程修了の要件としての在学期

間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１６条第１項の規定を準用する。 

 

（専攻の変更） 

第３８条 学長は、専攻の変更を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、学長が行

う。 

 

（除籍） 

第３９条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の意見を聴き、学

長が除籍する。 

 １ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

 ２ 第８条の在学年限を超えた者 

 ３ 第３４条第３項の休学期間を超えた者 

 ４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

 ５ 疾病、その他の事由により成業の見込みがないと認められる者 

 ６ 他の大学院、大学、短期大学、又は高等専門学校に在籍していることが明らかにな

った者 

② 除籍の手続きについては、別に定める。 



 

第７章    学生行動規範 

 

第４０条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

 

第８章    賞   罰 

 

（表彰） 

第４１条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、表彰す

る。 

② 表彰は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

 

（懲戒） 

第４２条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、懲戒に

関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を軽減し、あ

るいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。 

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。 

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

 ５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

 ６ 研究倫理に反する行為 

 ７ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。 

 

第９章    学 費 等 

 

（入学検定料及び授業料等） 

第４３条 入学検定料及び授業料等については、別表２に示すとおりとする。 

② 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。 

 １ 医学研究科  

   一年分 ４月１日から４月１５日まで 

 ２ 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科 

前期分 ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 



第４４条 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期分の学

費は、返還しない。退学又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた場合も同様

とする。 

 

第１０章    大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生等 

 

（大学院聴講生） 

第４５条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者については、

医学研究科を除き、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生として入学を

許可することがある。 

 

（大学院研究生） 

第４６条 本学大学院において特定の事項について研究を希望する者については、医学研

究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生として入学

を許可することがある。 

 

（大学院科目等履修生） 

第４７条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者については、

本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

 

（大学院受託生） 

第４８条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の委託の

願い出があるときは、医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考

のうえで、受託生として入学を許可することがある。 

 

（特別研究学生） 

第４９条 他大学の大学院学生で、本学において研究指導を受けようとする者があるとき

は、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることがある。 

 

（その他） 

第５０条 大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院受託生及び特別研

究学生に関する規程は、別に定める。 

 

第１１章    外国人特別学生 

 

（外国人特別学生） 

第５１条 外国人で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学生とし

て選考の上入学を許可することがある。 

② 外国人特別学生には、この学則を準用する。 



 

第１２章    学則の改廃 

 

（改廃） 

第５２条 大学院学則の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を

聴き、理事会が行う。 

 

附 則 

 この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  

附 則 

この改正は、昭和５７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この改正は、昭和５９年１１月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、昭和６２年５月２５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用す

る。 

 

   附 則 

 この改正は、平成元年１１月２０日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２年４月１日から施行し、平成２年２月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成３年１２月２４日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成９年１０月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この改正は、平成１０年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１２年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１４年１１月２６日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１５年５月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１６年１２月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１７年５月２７日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１７年１１月２８日から施行する。 

 



   附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１８年４月１日に

おいて現に兵庫医科大学の大学院生である者（第１学年次に在籍する者は除く）

及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻について

は、この学則改正後の規程にかかわらず、なお、従前の規程による。 

 

   附 則 

この改正は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１７年度以前に入

学した者及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻

については、この学則改正後の規程にかかわらず、第４０条を除き、従前の規程

による。 

 

   附 則 

この改正は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２０年７月２８日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２３年９月２７日から施行する。ただし、入学資格の改正については、

平成２３年７月１日から適用する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２６年４月１日より施行する。 

 



   附 則 

この改正は、平成２７年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２８年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２９年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成３１年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、２０２０年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、２０２０年１１月２６日から施行し、第１４条第３項の規定ならびに別表

の改正については、２０２０年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。 

②２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、看護学研究科及び医療科

学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費は、兵庫医療大学大

学院入学時の金額を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

医学研究科 医科学専攻 博士課程 

・必修科目は全て「講義６単位」「演習６単位」「実験研究（臨床研究）１６単位」「共通コース 

２単位」「特別講義・共通講義４単位」計３４単位 

・授業科目は、講義・演習・実験研究（臨床研究）を含む。 

・研究目的により、選択科目として他の授業科目をできるだけ履修すること。 

修得した単位は、講義４単位、演習４単位、実験研究（臨床研究）４単位をそれぞれ超えな

い範囲で、必修科目に充当することができる。 

研究分野 必修科目 選択科目 

授業科目 授業科目 

器官・代謝

制御系 

生化学 生化学 

生物有機化学 生物有機化学 

循環器病学 循環器病学 

消化管疾患学 消化管疾患学 

肝胆膵内科学 肝胆膵内科学 

糖尿病・内分泌・代謝学 糖尿病・内分泌・代謝学 

血液病学 血液病学 

腎臓病学 腎臓病学 

肝胆膵外科学 肝胆膵外科学 

小児外科学 小児外科学 

上部消化管外科学 上部消化管外科学 

下部消化管外科学 下部消化管外科学 

乳腺内分泌外科学 乳腺内分泌外科学 

心臓血管外科学  心臓血管外科学  

呼吸器外科学 呼吸器外科学 

産科学婦人科学 産科学婦人科学 

泌尿器科学 泌尿器科学 

口腔科学 口腔科学 

総合診療内科学 総合診療内科学 

地域総合医療学 地域総合医療学 

臨床検査医学 臨床検査医学 

地域包括ケア学 地域包括ケア学 

炎症性腸疾患学 炎症性腸疾患学 

高次神経

制御系 

神経生物学 神経生物学 

神経解剖学 神経解剖学 

神経生理学 神経生理学 

生体情報学 生体情報学 

神経薬理学 神経薬理学 

神経内科学 神経内科学 



神経精神医学 神経精神医学 

脳神経外科学 脳神経外科学 

整形外科学 整形外科学 

麻酔科学・疼痛制御科学 麻酔科学・疼痛制御科学 

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 

眼科学 眼科学 

リハビリテーション科学 リハビリテーション科学 

発生生物学 発生生物学 

生体応答

制御系 

生体機能学 生体機能学 

免疫学 免疫学 

病原寄生虫学 病原寄生虫学 

病原微生物学 病原微生物学 

感染制御学 感染制御学 

分子病理学 分子病理学 

病理診断学 病理診断学 

分子遺伝医学 分子遺伝医学 

臨床免疫学 臨床免疫学 

呼吸器病態学 呼吸器病態学 

小児科学 小児科学 

分子皮膚病態学 分子皮膚病態学 

放射線医学 放射線医学 

救急集中治療医学 救急集中治療医学 

輸血・細胞治療学 輸血・細胞治療学 

胸部腫瘍学 胸部腫瘍学 

放射線腫瘍学 放射線腫瘍学 

医学物理学 医学物理学 

臨床腫瘍薬剤制御学 臨床腫瘍薬剤制御学 

生体再生

制御系 

造血細胞移植学 造血細胞移植学 

心血管再生医学 心血管再生医学 

臓器再生医学 臓器再生医学 

皮膚再生医学 皮膚再生医学 

形成外科学 形成外科学 

造血幹細胞再生医学 造血幹細胞再生医学 

環境病態

制御系 

環境病態医学 環境病態医学 

公衆衛生学 公衆衛生学 

法医学 法医学 

災害医学 災害医学 

医療情報学 医療情報学 



 

医学研究科 先端医学専攻 博士課程 

 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 

医学教育学 医学教育学 

臨床研究学 臨床研究学 

生物統計学 生物統計学 

医療クオリティマネジメント学 医療クオリティマネジメント学 

分子病態

制御系 

病態モデル作製学 病態モデル作製学 

分子遺伝子治療学 分子遺伝子治療学 

リウマチ学 リウマチ学 

皮膚病態制御学 皮膚病態制御学 

造血幹細胞学 造血幹細胞学 

アレルギー学 アレルギー学 

疼痛情報

制御系 

疼痛神経科学 疼痛神経科学 

神経機能制御学 神経機能制御学 

疼痛制御医学 疼痛制御医学 

神経治療学 神経治療学 

分子再生

医学系 

神経再生医学 神経再生医学 

細胞遺伝子治療学 細胞遺伝子治療学 

授業科目名 単位数 

薬学専門 

基礎科目 

先端医薬学特論Ⅰ １ 

先端医薬学特論Ⅱ １ 

先端医薬学特論Ⅲ １ 

先端医薬学特論Ⅳ １ 

薬
学
専
門
演
習
科
目 

医薬品創製科学演習Ⅰ ４ 

医薬品創製科学演習Ⅱ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅰ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅱ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅰ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅱ ４ 

微生物学演習 I（基盤的微生物学演習） ４ 

微生物学演習Ⅱ（先進的微生物学演習） ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅰ ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅱ ４ 

医薬品適正治療科学演習Ⅰ ４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 

（分子薬物動態学演習） 

医薬品適正治療科学演習Ⅱ 

（臨床ゲノム薬理学演習） 

４ 

応用医療薬学演習Ⅰ ４ 

応用医療薬学演習Ⅱ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅰ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅱ ４ 

薬学研究指導科目 医療薬学特別研究 １８ 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目  

医療統計学特論 １ 

医療倫理学特論 １ 

先進医療支援特論 １ 

看
護
学
共
通
科
目 

Ａ 

看護教育論 ２ 

看護倫理 ２ 

看護理論 ２ 

看護管理論 ２ 

看護政策論 ２ 

コンサルテーション論 ２ 

看護研究 ２ 

看護研究演習 １ 

システマティックレビュー ２ 

Ｂ 

アドバンスト・フィジカルアセスメント ２ 

臨床薬理学・薬物治療特論 ２ 

疾病・病態特論 ２ 

看
護
学
専
門
科
目 

基
盤
看
護
学
分
野 

基礎看護学特論 ２ 

基礎看護学援助特論 ２ 

基礎看護学演習Ⅰ ２ 

基礎看護学演習Ⅱ ２ 

基礎看護学演習Ⅲ ２ 

基礎看護学特別研究 １０ 

看護教育学特論 ２ 

看護教育学援助特論 ２ 

看護教育学演習Ⅰ ２ 

看護教育学演習Ⅱ ２ 

看護教育学演習Ⅲ ２ 



看護教育学特別研究 １０ 

看護開発科学特論 ２ 

看護開発科学援助特論 ２ 

看護開発科学演習Ⅰ ２ 

看護開発科学演習Ⅱ ２ 

看護開発科学演習Ⅲ ２ 

看護開発科学特別研究 １０ 

療
養
支
援
看
護
学
分
野 

急性病態治療学 ２ 

急性看護学特論 ２ 

急性看護学援助特論Ⅰ ２ 

急性看護学援助特論Ⅱ ２ 

急性看護学援助特論Ⅲ ２ 

急性看護学演習ⅠＡ ２ 

急性看護学演習ⅡＡ ２ 

急性看護学演習ⅢＡ ２ 

 

急性看護学演習ⅠＢ ２ 

急性看護学演習ⅡＢ ２ 

急性看護学演習ⅢＢ ２ 

急性看護学実習Ⅰ ２ 

急性看護学実習Ⅱ ２ 

急性看護学実習Ⅲ ２ 

急性看護学実習Ⅳ ４ 

急性看護学特別研究 １０ 

急性看護学課題研究 ２ 

がん病態治療学 ２ 

がん看護学特論 ２ 

がん看護学援助特論Ⅰ ２ 

がん看護学援助特論Ⅱ ２ 

がん看護学援助特論Ⅲ ２ 

がん看護学演習ⅠＡ ２ 

がん看護学演習ⅡＡ ２ 

がん看護学演習ⅠＢ ２ 

がん看護学演習ⅡＢ  ２ 

がん看護学演習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅰ ２ 

がん看護学実習Ⅱ ２ 

がん看護学実習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅳ ２ 



がん看護学実習Ⅴ ２ 

がん看護学特別研究 １０ 

がん看護学課題研究 ２ 

慢性看護学特論 ２ 

慢性看護学援助特論 ２ 

慢性看護学演習Ⅰ ２ 

慢性看護学演習Ⅱ ２ 

慢性看護学演習Ⅲ ２ 

慢性看護学特別研究 １０ 

精神看護学特論 ２ 

精神看護学援助特論 ２ 

精神看護学演習Ⅰ ２ 

精神看護学演習Ⅱ ２ 

精神看護学演習Ⅲ ２ 

精神看護学特別研究 １０ 

家
族
支
援
看
護
学
分
野 

小児看護学特論 ２ 

小児看護学援助特論 ２ 

小児看護学演習Ⅰ ２ 

小児看護学演習Ⅱ ２ 

小児看護学演習Ⅲ ２ 

小児看護学特別研究 １０ 

母性看護学特論 ２ 

母性看護学援助特論 ２ 

母性看護学演習Ⅰ ２ 

母性看護学演習Ⅱ ２ 

母性看護学演習Ⅲ ２ 

母性看護学特別研究 １０ 

助産学特論 ２ 

助産学援助特論 ２ 

助産学演習Ⅰ ２ 

助産学演習Ⅱ ２ 

助産学演習Ⅲ ２ 

助産学特別研究 １０ 

生
活
支
援
看
護
学
分
野 

老年看護学特論 ２ 

老年看護学援助特論 ２ 

老年看護学演習Ⅰ ２ 

老年看護学演習Ⅱ ２ 

老年看護学演習Ⅲ ２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 

老年看護学特別研究 １０ 

地域看護学特論 ２ 

地域看護学援助特論 ２ 

地域看護学演習Ⅰ ２ 

地域看護学演習Ⅱ ２ 

地域看護学演習Ⅲ ２ 

地域看護学特別研究 １０ 

在宅看護学特論 ２ 

在宅看護学援助特論 ２ 

在宅看護学演習Ⅰ ２ 

在宅看護学演習Ⅱ ２ 

在宅看護学演習Ⅲ ２ 

在宅看護学特別研究 １０ 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目  

医療統計学特論 １ 

医療倫理学特論 １ 

先進医療支援特論 １ 

医
療
科
学
専
門
基
礎
科
目 

リハビリテーション科学研究法 １ 

リハビリテーション科学トピックス ２ 

リハビリテーション医学特論 １ 

疾病・病態特論 ２ 

リハビリテーション科学教育論（養成校教育） １ 

リハビリテーション科学教育論（臨床教育） １ 

リハビリテーション科学統計学実践特論 １ 

体表解剖学実践特論 １ 

物理療法実践特論 １ 

バイオメカニクス特論 １ 

運動生理学特論 １ 

精神作業行動特論 １ 

高次脳機能特論 １ 

身体系作業学特論 １ 

地域作業学特論 １ 

高機能広汎性発達障害特論 １ 

ウィメンズヘルス特論 １ 

鑑別診断学（画像診断・臨床検査） １ 

鑑別診断学（臨床推論） １ 

症例提示法特論 １ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２                               単位（円） 

研究科名 
入学 

検定料 

区分 

入学金 
授業料 

（年額） 

教育充実費

（年額） 
区分合計 

医学研究科 ３０,０００ １００,０００ １５０,０００ １００,０００ ３５０,０００ 

薬学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

看護学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

医療科学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 

症例検討実践特論 １ 

教育学特論 ２ 

医
療
科
学
専
門
科
目 

病
態
運
動
学
分
野 

運動器障害学特論 ２ 

運動器障害学特論演習 ６ 

内部障害学特論 ２ 

内部障害学特論演習 ６ 

神経障害学特論 ２ 

神経障害学特論演習 ６ 

人間活動 
科学分野 

身体・認知活動学特論 ２ 

身体・認知活動学特論演習 ６ 

精神活動学特論 ２ 

精神活動学特論演習 ６ 

医療科学 

研究指導科目 

リハビリテーション科学課題研究 ８ 

リハビリテーション科学研究 ８ 


